
 

 

経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
踏
ま
え
た
企
業
の
事
業
活
動
の
持
続
的
な
発
展
を
図
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

令

和

八

年

五

月

二

十

八

日 

参

議

院

経

済

産

業

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
投
資
利
益
率
や
投
資
下
限
額
等
の

詳
細
を
速
や
か
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
当
該
設
備
等
に
係
る
特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投
資
促
進
税
制
の
執
行
状
況
を
踏
ま
え
、
不

断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
投
資
利
益
率
の
確
認
は
、
基
本
的
に
申
請
時
の
投
資
計
画
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
計
画
が
確

実
な
も
の
で
あ
る
か
、
丁
寧
に
手
続
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
計
画
の
確
認
後
に
お
い
て
も
適
時
適
切
に
事
業
の
進
捗
状
況
を
把
握
し
、

事
業
者
が
税
制
の
趣
旨
に
反
し
て
利
益
を
得
る
こ
と
が
な
い
よ
う
万
全
を
期
す
と
と
も
に
、
不
適
切
な
事
例
を
確
認
し
た
場
合
に
は
厳

正
に
対
処
す
る
こ
と
。 

 二 

特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投
資
促
進
税
制
に
よ
っ
て
事
業
者
の
大
胆
な
投
資
を
効
果
的
に
促
す
た
め
、
戦
略
分
野
に
関
す
る
政
府
の

投
資
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
策
定
を
進
め
る
な
ど
、
事
業
者
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る
よ
う
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
中
小
企
業
を
含

め
、
業
種
や
分
野
を
超
え
た
幅
広
い
事
業
者
が
、
制
度
の
活
用
を
積
極
的
に
検
討
で
き
る
環
境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
。 

さ
ら
に
、
同
税
制
に
つ
い
て
は
、
投
資
収
益
性
等
の
実
績
を
把
握
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
業
種
や
規
模
別
の
国
内
投
資
の
増
加
を
含

む
政
策
効
果
の
事
後
的
な
検
証
や
、
事
業
者
の
稼
ぐ
力
の
強
化
と
賃
上
げ
の
状
況
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
国
際
社
会
の
動
向
を
踏
ま

え
、
他
の
税
制
や
そ
の
他
の
措
置
を
含
め
た
総
合
的
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
へ
の
円
滑
か
つ
一
層
の
投
資
を
促
進
す
る

こ
と
。 



 

 

 
三 

新
た
に
創
設
さ
れ
る
国
際
経
済
事
情
激
変
事
業
適
応
及
び
事
業
費
上
昇
事
業
適
応
の
計
画
認
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
足
元
の
中
東
情

勢
の
影
響
及
び
そ
れ
に
起
因
す
る
原
材
料
価
格
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ
ス
ト
の
動
向
も
注
視
し
つ
つ
、
実
施
指
針
を
可
能
な
限
り
早
期
に
策

定
す
る
こ
と
。 

 

四 

生
活
維
持
物
品
役
務
需
要
減
等
事
業
適
応
に
関
す
る
指
針
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
効
率
化
に
よ
る
採
算
性
向
上
に
資
す
る
も
の
と
な

る
よ
う
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
同
事
業
適
応
計
画
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、
不
断
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
事
業
適
応
計
画
の

認
定
及
び
支
援
措
置
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
省
庁
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
同
事
業
適
応

に
取
り
組
も
う
と
意
欲
を
持
つ
事
業
者
の
申
請
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
合
理
的
な
制
度
設
計
を
目
指
す
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
生
活

維
持
物
品
役
務
は
、
地
域
経
済
全
体
の
持
続
的
発
展
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
産
業
競
争
力
強
化
法
を
改
正
す
る
趣
旨
を
幅
広
く

事
業
者
に
周
知
・
広
報
す
る
と
と
も
に
、
好
事
例
の
創
出
・
普
及
等
に
取
り
組
み
、
制
度
の
活
用
が
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

五 

承
認
地
域
経
済
牽
引
事
業
用
工
場
等
の
緑
地
面
積
率
等
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
に
お
い
て
地
域
の
実
情
を
反
映
し
た
準
則
条
例
が
制

定
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
基
準
を
速
や
か
に
策
定
及
び
公
表
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
間
の
財
政
力
の
差
に
よ
り
、
産
業
用
地
の

整
備
及
び
企
業
誘
致
へ
の
取
組
に
お
い
て
格
差
が
拡
大
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
適
時
適
切
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。
同
時
に
、
現
時

点
で
未
活
用
と
な
っ
て
い
る
工
業
団
地
の
用
地
の
活
用
が
更
に
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

 

六 

Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
市
場
の
加
速
度
的
な
拡
大
を
見
据
え
、
住
民
と
の
調
和
を
前
提
に
、
国
内
に
お
け
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の
地
域
分
散

か
つ
集
約
的
な
設
置
を
推
進
す
る
た
め
、
本
法
の
措
置
と
併
せ
、
関
連
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
等
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。 

 



 

 

七 

日
米
政
府
の
戦
略
的
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
は
、
貿
易
保
険
法
等
の
国
内
法
令
と
矛
盾
せ
ず
、
ま
た
、
我
が
国
の
経
済
安
全

保
障
の
確
保
に
資
す
る
と
と
も
に
、
投
資
案
件
に
参
画
す
る
国
内
企
業
に
と
っ
て
利
益
が
見
込
め
る
案
件
が
選
定
さ
れ
る
よ
う
、
日
米

政
府
で
十
分
に
協
議
を
行
う
と
と
も
に
、
可
能
な
限
り
の
情
報
公
開
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
案
件
に
対
し
、
中
小
企
業
も
含
め
た
国
内

企
業
の
参
画
が
円
滑
に
進
む
よ
う
、
国
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
の
推
進
等
、
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
案
件
の
資
金
調
達
に
お

け
る
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
に
よ
る
出
融
資
額
と
株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
が
保
証
す
る
民
間
金
融
機
関
の
融
資
額
の
割
合
に
つ
い

て
は
、
多
額
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル
を
持
続
的
に
調
達
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
民
間
金
融
機
関
の
過
度
な
負
担
と
な
る
こ

と
が
な
い
よ
う
、
案
件
の
規
模
や
性
質
等
に
応
じ
て
柔
軟
に
設
定
す
る
こ
と
。 

長
期
に
わ
た
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
遂
行
に
当
た
り
、
米
国
の
政
治
情
勢
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
米
の
協
議
委
員
会
の
実
質
的
な
機
能
が

維
持
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
対
応
を
図
る
と
と
も
に
、
不
測
の
事
態
に
よ
る
計
画
の
遅
延
や
費
用
の
増
大
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
事
業
の

採
算
性
や
継
続
性
な
ど
を
改
め
て
査
定
し
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
支
援
規
模
の
縮
小
を
含
め
、
厳
格
な
対
応
を
行
う
こ
と
。 

 

八 

株
式
会
社
日
本
貿
易
保
険
が
新
た
に
行
う
こ
と
と
な
る
特
定
引
受
業
務
に
関
し
、
専
門
人
材
の
確
保
等
、
同
社
の
体
制
整
備
に
十
分

留
意
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
引
受
業
務
に
係
る
区
分
経
理
を
適
切
に
監
督
し
、
同
社
が
適
正
な
保
険
料
の
下
で
リ
ス
ク
を
管
理
し
、
交

付
国
債
を
超
え
る
追
加
的
な
財
政
負
担
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


